
1 陰圧維持管理装置について、対象機器は以下のとおりとする。

1 1 ケーシーアイ株式会社製　「ActiV.A.C.型/InfoV.A.C.型/V.A.C. ULTA型」

1 2 スミスアンドネフュー株式会社製　「RENASYS TOUCH」

1 3 上記1-1から1-2に挙げた機器の後継機種が出た場合、当該賃貸借業務の対象とする。

2 その他

2 1
当館の求めに応じて、機器の搬入、設置、試運転、回収、その他必要となる対応を行
うこと。

2 2 使用歴のある機器を再度賃貸借する場合、貸与者は感染制御の対策を徹底すること。

2 3
賃貸借中の機器に不良が発覚した場合、当館の求めに応じて速やかに１時間以内に保
守等対応を行うこと。

2 4 患者の日常生活に合わせて使用するため、当館の求めがあれば説明を都度行うこと。

2 5
機器の発注について、その様式は問わず、当館と貸与者間における協議で決定するこ
と。

2 6 機器は、すぐに使用できる状態で当館の指示する場所に納品すること。

2 7 当月の使用実績に応じた請求を、翌月10日までに当館に対して行うこと。

2 8 本契約の契約期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
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